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第 1章  総  則

(名 称 )

第 1条  この法 人 は 、特 定非 営 利 活 動 法 人 日本 ス ケー トハ ー ク協 会 とい う .

(事 務 所 )

第 2条  この 法 人 は 、主 た る事 務 所 を東 京者F人 王子 市 打 越 町 331番 地 2
川 幡 ビル 102に 置 く .

(目  的 )

第 3条  この法 人は 、 ス ケー トボー ダー 、エ クス トリー ム スホー ツ愛 好 者 、 ス
ケー ト′` ― ク計 画主 体 。施 設 管理 者 、一般 市民 及 び青 少 年 に対 して 、 ス

ケー トノ` ― クヘ の計 画 支援 と提 案 、利 用促 進 と指 導 、施 設 運 営 支援 と保

全 、 こ ど ()達 の 健 全育成 指 導 並 び に スホー ツ振 興 及 び 多 くの 人 々が スケ

ー トスホー ツ 。Xス ホー ツにつ い ての正 しい知識 と理 解 を得 られ る こ と
に よ り、 スポー ツ文化 の 発展 に寄 与す る と と 1)に 、 広 く公 益 に 資す る こ

とを 目的 とす る r

(特 定 非 営 利 活 動 の種 類 )

第 4条  この 法 人 は 、前 条 の 目的 を達 成 す るた め 、次 の種 類 の特 定非 営利 活動
を行 う。

(1)社 会 教 育 の推 進 を図 る活 動
(2)学 術 、文化 、芸術 又 は スホー ツの振 興 を図 る活動
(3)環 境 の保 全 を図 る活 動
(4)子 ど ()の 健 全育 成 を図 る活動
(5)前 各 号 に掲 げ る活動 を行 う団 体 の運 営 又は活 動 に関す る連 絡 、
助 言 又は援 助 の活動

(事 業 の種類 )

第 5条  この 法 人 は 、第 3条 の 目的 を達 成 す るた y)、 特 定 非 営利 活 動 に係 る事
業 と して 、次 の事 業 を行 う。

(1)ス ケー トパ ー ク計 画 支援 と援 助 ・提 案 の 事業
(2)ス ケー トバー ク管理 支援 と援 助 ・提 案 の事 業
(3)ス ケー トノ` ― ク利 用者 へ の技 術 。安 全 の指 導 と助 言 の事 業
(4)子 ど も達 へ の スホー ツの指 導 と普 及 。啓 発の 事 業
(5)ス ケー トスホー ツ等 の指 導者 養 成 事 業
(6)ス ケー トパー ク周辺 の清掃 と自然保護 普 及啓 発 の事 業
(7)ス ケー トスホー ツ等 の 団 体 との情 報 交換 及び ネ ッ トワー ク構 築 の

事 業

2 この法 人 は 、次 のそ の他 の事 業 を行 う .

(1)ス ケー トスホー ツ等 の 用 具 ・ 消耗 部 品及 び 防 具等 の販 売 の事 業
(2)ス ケー トスポー ツ等 の技 術 書 及び指 導 書 等 の 書籍 の販 売 の事 業
3 前 項 に掲 げ る事 業 は 、第 1項 に掲 げ る事 業 に支 障 が な い 限 り行 う ()の
と し、 その 1又 益 は 、第 1項 に掲 げ る事 業 に充 て る ()の とす る。
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第 2章  会   員

(種 別 )

第 6条  この 法 人 の会 員は 、次 の 4種 と し、正 会 員 を 1)つ て特 定非 営 利活 動 促
進 法 (以 下 「法 」 とい う.)上 の社 員 とす る」
(1)正 会 員    この法 人 の 日的 に賛 同 して 入会 した 個 人で 、

総 会 にお け る議 決 権 を有す る 1,の .

(2)団 体 会 員   この法 人の 日的 に賛 同 して 入会 した 団 体 で 、
総 会 にお け る議 決 権 を有 しない 1)の i

(3)認 定 会 員   この法 人の 日的 に 賛同 し、理 事 会 の承認 を得 て 入会 し
た個 人及 び 団体 で 、総 会 にお け る議 決 権 を有 しな い ()

の .且 つ 、この 法 人が所 有す る産 業 財 産権 の利 用許 諾
申請 が 出 来 る .ま た 、この法 人が認 定 した 商 品及 び 商
材 を販 売 す る こ とが 出来 る

=

(4)賛 助 会 員   この 法 人の 目的 に賛 同 し賛助 す るた め に 入会 した
個 人 及 び 団 体 で 、総 会 にお け る議 決 権 を有 しな い 1)の 。

(入 会 )

第 7条  会 員 の 入会 につ い て 、特 に条 件 |ま 定 め な い
2 会 員 と して 入会 しよ うとす る 1)の は 、理 事長 が別 に定 め る 入会 申込
書 に よ り、理 事 長 に 申 し込 む tっ の とす る

3 理 事 長 は 、前 項 の 申 し込 み が あ った とき、正 当な理 由が な い限 り、
入会 を認 めな けれ ば な らな い .

4 理 事 長 は 、第 2項 の者 の 入会 を認 め な い ときは、速 や か に、理 由 を
付 した書 面 。フ ァ ック ス また は電 磁 的 方 法 (Dっ て本 人にそ の 旨を通 知

しな けれ ば な らな い .

(入 会 金 及び 会 費 )

第 8条  会 員 は 、総 会 にお い て別 に定 め る入会 金 及び 会 費 を納 入 しな けれ ば な
らな い

=

(会 員 の 資格 の喪 失 )

第 9条  会 員が 次 の 各 号 の一 に該 当す る場 合に は 、そ の 資格 を喪 失す る .

(1)退 会 届 の提 出 を した とき
(2)本 人 が 死 亡 し、若 しくは失 そ う宣 告 を受 け、 又は会 員で あ る団 体 が
消滅 した とき .

(3)継 続 して 1年 以 上会 費 を滞納 した とき
=

(4)除 名 され た とき .

(退 会 )

第 10条  会 員 は 、理 事 長 が別 に定 め る退 会 届 を理 事 長 に提 出 して 、任 意 に退 会
す る こ とが で き る .

(除 名 )
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第 H条  会 員 が 次 の 各 号 の一 に該 当す る場 合 に は 、総 会 の議 決 に よ り、 これ を
除名 す る こ とが で き る「
(1)こ の 定款 に違 反 した とき‐
(2)こ の 法 人 の 名誉 を傷 つ け 、 又は 目的 に反す る行 為 を した とき。
2 前 項 の規 定 に よ り会 員 を除 名 しよ う とす る場 合は 、議決 の前 に 当該
会 員 に弁 明の機 会 を 与 えな けれ ば な らな い .

第 3章  役   員

(種 男|1及 び 定数 )

第 12条  この法 人 に 、次 の役 員 を置 く
=

(1)理 事 3人 以 上 9人 以 内
(2)監 事 1人 以 上 2人 以 内
2 理 事 の うち 1人 を理 事 長 、 1人 以 上 2人 以 内 を高1理 事 長 とす る .

(選 任 等 )

第 13条  理 事 及 び 監事 は 、総 会 にお い て選 任 す る「
2 理 事 長 及び 副 理 事長 は 、理 事 の 互選 とす る「
3 役 員 の うち に は 、それ ぞれ の 役 員 に つ いて 、そ の配 偶 者 若 しくは三
親 等 以 内 の親 族 が 1人 を超 えて 含 まれ 、 又は 当該 役 員並 び にそ の配 偶
者 及 び 三親 等 以 内 の親 族 が 役 員の総 数 の 3分 の 1を 超 えて 含 まれ る こ
とに な って は な らな い .

4 法 第 20条 各 号 の いず れ か に該 当す る者 は 、 この法 人の 役 員に な る こ
とが で きない .

5 監事 は 、理 事 又 は この法 人 の職 員 を兼 ね て は な らな い r

(職 務 )

第 14条  理 事 長 は 、 この 法 人 を代 表 し、そ の業 務 を総 理 す る .
2 副理 事長 は 、理 事 長 を補 佐 し、理 事 長 に事 故 が あ る とき又 は理 事 長
が 欠 けた ときは 、理 事 長 が あ らか じめ指 名 した順 序 に よ つて 、そ の職

務 を代 行 す る「
3 理 事 は 、理 事 会 を構 成 し、 この 定款 の定 め及 び総 会 又 は理 事 会 の議
決 に基 づ き、 この法 人 の業 務 を執 行す る ]

4 監 事 は 、次 に掲 げ る職 務 を行 っ_
(1)理 事 の業務 執 行 の状 況 を監 査 す る こ と _

(2)こ の 法 人 の 財 産 の状 況 を監 査 す る こ と

(3)前 2号 の規 定 に よ る監 査 の結 果 、 この法 人の業 務 又は 財産 に関 し不
正 の行 為 又は法 令 若 しくは定 款 に違 反 す る重 大な事 実 が あ る こ とを発

見 した場 合 に は 、 これ を総 会 又 は所 轄 庁 に報 告 す る こ とこ

(4)前 号 の報 告 をす るた め に 4と 要` が あ る場 合 には 、総 会 を招 集す る こ と「
(5)理 事 の業 務 執 行 の状 況 又は この 法 人の財 産 の状 況 につ い て 、理 事 に
意 見 を述 べ る こ とし

(任 期 等 )
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第 15条  役 員 の任 期 は 、 2年 とす る(た だ し、再 任 を妨 |ず な い [
2 補 欠 の た め 、 又は増 員 に よ り就 任 した役 員の任 期 は 、 それ ぞれ の前
任 者 又 は現任 者 の任 期 の 残 存 期 間 とす る

3 前 2項 の規 定 にかか わ らず 、任 期満 了前 に、総 会 にお い て 後任 の 役
員が選 任 され た場 合 に は 、当該 総 会が終 結 す る まで を任期 と し、また 、

任 期 満 了 後 後任 の 役 員 が選 任 され て い な い場 合に は 、任 期 の 末 日後最

初 の総 会 が終 結 す る まで そ の任 期 を伸長 す る「

4 役 員 は 、辞 任 又 は任 期 満 了後 にお い て 1っ 、後任 者 が就 任 す る まで は 、
そ の職 務 を行 わ な けれ ば な らな い .

(欠 員補 充 )

第 16条  理 事 又 は監事 の うち、そ の定 数 の 3分 の 1を 超 え る者 が 欠けた ときは 、
遅 滞 な く これ を補 充 しな けれ ば な らない

=

(解 任 )

第 17条  役 員が 次 の 各号 の一 に該 当す る場 合に は 、総 会 の議 決 に よ り、 これ を
解 任 す る こ とが で き る ,

(1)心 身 の故 障 の た め 、職 務 の遂 行 に堪 えな い と認 め られ る とき
(2)職 務 上 の義 務 違 反 そ の他 役 員 と して相 応 しくな い行 為 が あ った とき「
2 前 項 の規 定 に よ り役 員 を解 任 しよ うとす る場 合は 、議 決 の前 に 当該
役 員 に弁 明 の機 会 を与 えな けれ ば な らな い

=

(報 Elll等 )

第 18条  役 員 は 、そ の総 数 の 3分 の 1以 下 の範 囲 内 で報 Ellを 受 け る こ とが で き
る c

2 役 員 には 、 そ の職 務 を執 行す るた め に要 した 費 用 を弁 償 す る こ とが
で き る c

3 前 2項 に関 し必 要 な事 項 は 、総 会 の議 決 を経 て 、理 事長 が別 に定 め
るぃ

第 4章  会   議

(種 別 )

第 19条  この法 人の会議 は、総 会 及 び理 事 会 の 2種 とす る
2 総 会 は 、通 常総 会 及 び 臨 時総 会 とす る 1

(総 会 の 構 成 )

第 20条  総 会 は 、正 会 員 を t)っ て構 成 す る「

(総 会 の 権能 )

第 21条  総 会 は 、以 下 の事 項 につ い て議 決 す る .

(1)定 款 の変 更
(2)解 散 及 び 合併
(3)会 員 の除 名
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(4)事 業 計 画 及 び 活動 予 算 並 び にそ の 変 更
(5)事 業 報 告 及 び 活動 決 算
(6)役 員 の選 任 及 び解 任
(7)役 員 の職 務 及 び報 Elll
(8)入 会 金 及び会 費 の額
(9)資 産 の管理 の 方 法
(10)借 入 金 (そ の 事 業 年度 内 の収 益 を (Dつ て償 還 す る短 期 借 入 金 を除 く c
第 47条 にお い て 同 じ「 )そ の他 新 た な義 務 の 負担 及 び 権 利 の放棄
(11)解 散 にお け る残 余 財 産 の帰 属
(12)事 務 局 の組織 及び運 営
(13)そ の他 運 営 に 関す る重 要事 項

(総 会 の 開催 )

第 22条  通 常総 会 は 、毎 年 1回 開催 す る 1

2 臨 時 総 会 は 、 次 に掲 げ る場 合 に 開催 す る .
(1)理 事 会 が 必 要 と認 め 、招 集 の請 求 を した とき。
(2)正 会 員総 数 の 5分 の 1以 上 か ら会議 σ)目 的 を記 載 した書 面 。フ ァ ッ
クス また は電 磁 的 方 法 に よ り招 集 の 請求 が あ った とき t

(3)監 事 が 第 14条 第 4項 第 4号 の 規 定 に基づ い て招 集 す る とき「

(総 会 の招 集 )

第 23条  総 会 は 、前 条 第 2項 第 3号 の場 合 を除 い て 、理 事 長 が招 集 す る .
2 理 事 長 は 、前 条 第 2項 第 1号 及 び 第 2号 の規 定 に よ る請 求 が あ った
ときは 、そ の 日か ら 30日 以 内 に臨 時総 会 を招 集 しな けれ ば な らな い。
3 総 会 を招 集 す る場 合に は 、会議 の 日時 、場 所 、 目的 及 び審議 事 項 を
記 載 した 書 面 。フ ァ ックス また は電磁 的 方 法 に よ り、 開催 の 日の 少 な

く と t)5日 前 まで に通 知 しな けれ ば な らな い .

(総 会 の議 長 )

第 24条  総 会 の議 長 は、 そ の総 会 に出席 した正 会 員 の 中か ら選 出す る「

(総 会 の 定 足数 )

第 25条  総 会 は 、正 会 員総 数 の 4分 の 1以 上 の 出席 が な けれ ば開会 す る こ とは
で きな い。

(総 会 の議 決 )

第 26条  総 会 にお け る議 決 事 項 は 、 第 23条 第 3項 の 規定 に よつて あ らか じめ通
知 した事 項 とす る c

2 総 会 の議 事 は 、 この 定款 に規 定 す る ()グ )υ )ほ か 、 出席 した正 会 員の
過 半数 を モ)っ て 決 し、可 否 同数 の ときは 、議長 の決 す る と ころ に よ る .

3 理 事 また は社 員が総 会 の 目的 で あ る事項 につ い て提 案 を した場 合 に
お い て 、社 員 の 全 員 が 書面 。フ ァ ック ス また は電 磁 的 方 法 に よ り同意

の意 思 表 示 を した ときは 、 当該 提 案 を可 決す る 旨の社 員 総 会 の決議 が

あ った (っ の とみ なす .

~   D  ~



(総 会 で の表 決 権 等 )

第 27条  各正 会 員 の表 決 権 は平 等 な 1)の とす る .
2 や む を得 な い理 由に よ り総 会 に 出席 で きな い正 会 員 は 、 あ らか じめ
通 知 され た事 項 につ い て 、書 面 。フ ァ ックスまた は電磁 的 方 法 を (っ っ

て表 決 し、 又 は他 の正 会 員 を代理 人 と して表 決 を委任 す る こ とが で き

る ..

3 前 項 の規 定 に よ り表 決 した正 会 員は 、前 2条 及 び 次 条 第 1項 の規 定
の適 用 につ い て は 出席 した t♪ の とみ なす

.

4 や む を得 な い理 由 に よ り総 会 の場 に 来 られ な い正 会 員 lt、 ネ ッ トワ
ー ク機 器 等 の接 続 に よ るオ ン ライ ン会議 シ ステ ム (発 言 等 の情 報伝 達

の双 方 向性 及 び即 時性 が確 保 され てい る もの に限 るし 以 下 同 じし )を
1)つ て総 会 に 出席 し、表 決 す る こ とが で き る。

5 総 会 の議 決 につ いて 、特 別 の利 害 関係 を有す る正 会 員は 、そ の議 事
の議 決 に加 わ る こ とが で きな い :

(総 会 の議事 録 )

第 28条  総会 の議 事 につ い て は、 次 の事 項 を記 載 した議 事 録 を作成 しな けれ ば
な らな い .

(1)日 時 及 び場 所
(2)正 会 員総 数 及 び 出席 者 数 (書 面 。フ ァ ックス、電 磁 的 方法 若 しくは
オ ン ライ ン会議 シ ステ ム に よ る表 決 者 又 は表 決 委任 者 が あ る場 合 に

あ って は 、そ の数 を付記 す る こ と.)
(3)審 議 事 項
(4)議 事 の経 過 の概 要 及 び議 決 の結 果
(5)議 事 録 署 名 人の選 任 に 関す る事 項
2 議 事 録 に は 、議 長 及 び総 会 にお い て選 任 され た議 事録 署 名 人 2人 が 、
記 名押 印 又 は署 名 しな けれ ば な らな い ,

3 前 2項 の規 定 に関 わ らず 、正 会 員全 員が 書面 ・ フ ァ ック ス また は電
磁 的 方 法 に よ り同意 の意 思 を表示 した こ と |こ よ り、総 会 υ)決 議 が あ つ

た とみ な され た場 合 にお い て は 、次 の事 項 を記 載 した議 事 録 を作成 し

な けれ ば な らな い

(1)総 会 の決 議 が あ つた t)の とみ な され た事 項 の 内容
(2)前 号 の事 項 を提 案 した者 の氏 名 また は 名称
(3)総 会 の決議 が あ った 1)の とみ な され た 日お よび 正 会 員総 数
(4)議 事 録 の作成 に係 る職 務 を行 った者 の氏 名

(理 事 会 の構 成 )

第 29条  理 事 会 は 、理 事 を ()っ て構 成 す る

(理 事会 の権 能 )

第 30条  理 事 会 は 、 この 定款 に別 に定 め ろ事 項 の ほか 、次 の 事項 を議 決す る .
(1)総 会 に付議 す べ き事 項
(2)総 会 の議 決 した事 項 の執 行 に関す る事 項
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(3)そ の他 総 会 の議 決 を要 しな い業 務 の執 行 に関す る事 項

(理 事 会 の 開催 )

第 31条  理 事 会 は 、次 に掲 |ず る場 合 に開催す る
=

(1)理 事 長 が必 要 と認 めた とき
=

(2)理 事 総 数 の 2分 の 1以 上 か ら理 事 会 の 目的 で あ る事 項 を記載 した書
面 。フ ァ ック ス また は電 磁 的 方 法 に よ り招 集 の請 求 が あ った とき .

(理 事 会 の招 集 )

第 32条  理 事 会 は 、理 事 長 が招 集 す る .

2 理 事 長 は 、前 条 第 2号 の規 定 に よる請 求 が あ った ときは 、そ の 日か
ら 14日 以 内 に理 事 会 を招 集 しな けれ ば な らな い .
3 理 事 会 を招 集 す る ときは 、会議 の 日時 、場 所 、 目的 及 び 審議 事 項 を
記 載 した 書面 。フ ァ ックス また は電 磁 的 方 法 に よ り、 開催 の 日の 少 な

く と (,5日 前 まで に通 知 しな けれ ば な らな い _

(理 事 会 の議 長 )

第 33条  理 事 会 の議 長 は 、理 事 長 が これ に あた る .

(理 事 会 の議 決 )

第 34条  理 事 会 にお け る議 決 事項 は 、第 32条 第 3項 の規 定 に よって あ らか じめ通
知 した事 項 とす るこ

2 理 事 会 の議 事 は 、理 事 総 数 の過 半数 を モ♪つて決 し、可 否 同数 の とき
は 、議 長 の決す る と ころ に よ る .

(理 事 会 の表 決 権 等 )

第 35条  各理 事 の表 決権 は 、 平等 な もの とす る ,

2 や む を得 な い理 由 に よ り理 事 会 に 出席 で きな い理 事 は 、 あ らか じめ
通 知 され た事 項 につ い て 、書 面 。フ ァ ックスまた は電 磁 的 方 法 を 1)つ

て表 決 す る こ とが で き る「
3 前 項 の規 定 に よ り表 決 した理 事 は、前 条 及び 次 条 第 1項 の適 用 につ
いて は 、理 事 会 に 出席 した ()の とみ なす .

4 や む を得 な い理 由 に よ り理 事 会 の場 に来 ′)れ ない理 事 は 、 ネ ッ トワ
ー ク機 器 等 の接 続 に よるオ ン ライ ン会議 シ ステ ヱ、を {っ つて理 事 会 に 出

席 し、表 決す る こ とが で き る .

5 理 事 会 の議 決 につ い て 、特 別 の利 害 関係 を有す る理 事 は 、そ の議 事
の議 決 に加 わ る こ とが で きな い .

(理 事 会 の議 事 録 )

第 36条  理 事 会 の議 事 につ い て は 、次 の事 項 を記載 した議 事 録 を作成 しな けれ
ば な らな い ]

(1)日 時 及 び場 所
(2)理 事 総 数 、 出席者 数 及 び 出席 者 氏 名 (書 面 。フ ァ ック ス、電 磁 的 方
法若 しくは オ ン ライ ン会議 シ ステ ム に よ る表決 者 又は表 決 委 任者 が あ
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る場 合 に あ っ て は 、そ の 旨を付記 す る こ と。 )

(3)審 議 事 項
(4)議 事 の経 過 の概 要 及 び議 決 の結 果
(5)議 事 録 署 名人 の選 任 に関す る事 項
2 議 事 録 に は 、議 長及 び そ の会 議 にお い て選 任 され た議 事 録 署 名 人 2
人が記 名 押 印 又 は署 名 しな けれ ば な らな い .

第 5章  資   産

(構 成 )

第 37条  この法 人 の 資 産 は 、次 の 各号 に掲 げ る ()の を 1,つ て構 成す る .
(1)設 立 当初 の財 産 目録 に記 載 され た 資 産
(2)入 会 金 及 び 会 費
(3)寄 付 金 品
(4)財 産 か ら生 じる J又 益
(5)事 業 に伴 う収 益
(6)そ の他 の収 益

(区 分 )

第 38条  この 法 人 の 資産 は 、特 定 非 営 利 活動 に係 る事 業 に関す る資産 、そ の他
の事 業 に関す る資 産 の 2種 とす る .

(管 理 )

第 39条  この 法 人 の 資産 は 、理 事 長 が 管理 し、そ の方 法 は 、総 会 の議 決 を経 て 、
理 事長 が別 に定 め る .

第 6章  会   計

(会 計 の原 則 )

第 40条  この法 人の会 計 は、 法 第 27条 各号 に掲 げ る原 則 に従 って行 わ な けれ ば
な らな い .

(会 計 区 分 )

第 41条  この 法 人 の会 計 は 、特 定 非 営 利 活動 に係 る事 業 会 計 、そ の他 の事 業 会
計 の 2種 とす る .

(事 業 年度 )

第 42条  この法 人 の事 業 年 度 は 、毎 年 4月 1日 に始 ま り、翌 年 3月 31日 に終 わ る「

(事 業 計 画 及 び 予 算 )

第 43条  この 法 人の事 業計 画 及 び これ に伴 う活動 予算 は 、毎 事業 年度 ご とに理
事長 が 作 成 し、総 会 の議 決 を経 な けれ ば な らな い。

(暫 定 予 算 )

第 44条  前 条 の規 定 にか か わ らず 、や む を得 な い理 由に よ り予 算 が成 立 しな い
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ときは、理事長 は、理事会 の議決 を経 て、予算成 立の 目まで前事業年度
の予算 に準 じ1又 益費用 を講 じる ことがで きる「
2 前項 の収益費用は、新 たに成 立 した予算 の収 益費用 とみ なす ,

(予 算 の追加 及び更正 )

第 45条  予算成 立後 にや む を得 ない事 由が生 じた ときは、総 会の議決 を経 て、
既 定予算 の追加 又は更正 をす る こ とがで きる .

(事 業報告及び決算 )

第 46条  この法人の事業報告 書、財産 目録 、貸借対照表及び活動 計算 書等決算
に関す る書類 は、毎事業年度終 了後、速や か に、理事 長が作成 し、監事
の監査 を受 け、総会 の議 決 を経 な けれ ばな らない .

2 決算上剰 余金 を生 じた とき |ま 、次事業 年度 に繰 り越す 1)の とす る .

(臨 機 の措置 )

第 47条  予算 を 1)っ て定 め る もののほか 、借 入金の借 入れ その他新 たな義務 の
負担 を し、又は権利 の放棄 を しよ うとす る ときは、総会 の議決 を経 なけ

れ ばな らない。

第 7章  定 款 の 変 更 、 解 散 及 び 合 併

(定 款 の 変更 )

第 48条  この法 人 が 定款 を変 更 しよ うとJ~る ときは 、総 会 に 出席 した正 会 員 の
4分 の 3以 上 の 多数 に よ る議 決 を経 、か つ 、法 第 25条 第 3項 に規 定す る
事 項 につ いて は 、所轄 庁 の認 証 を得 な けれ ば な らな い r

2 この 法 人の 定 款 を変 更 (前 項 の規 定 に よ り所 轄 庁 の認 証 を得 な けれ
ば な らな い事 項 を除 くr)し た ときは、所轄 庁 に届 け 出 な けれ ば な らな
い .

(解 散 )

第 49条  この 法 人は 、次 に掲 げ る事 由 に よ り角早散 す る「
(1)総 会 の決議
(2) 目白勺とす るイ寺テき,卜 督ま禾J7舌 ]助 |こ イ系る二事:業 グ)成 功 σ)不 育ヒ

(3)正 会 員 の 欠亡
(4)合 併
(5)破 産 手続 開始 の決 定
(6)所 轄 庁 に よ る設 立 の認 証 の取 消 し
2 前 項 第 1号 の事 由 に よ りこの法 人が 解散 す る ときは 、正 会 員総 数 の
4分 の 3以 上 の議 決 を経 な けれ ば な らな い .
3 第 1項 第 2号 の事 由 に よ り解 散 す る ときは 、所 轄 庁 の認 定 を得 な け
れ ば な らない .

(残 余 財 産 の帰 属 )

第 50条  この 法 人が解 散 (合 併 又 |ま 破 産 手続 開始 の決 定 に よ る解散 を除 くr)
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した ときに残存す る財産 は、法第 11条 第 3項 に掲 げ る者 の うち、総会 に
お いて議 決 した他 の特 定非営利活動 法 人に譲 渡す る ()の とす る「

(合 併 )

第 51条  この法 人が 合併 しよ うとす る ときは、総会 にお いて正会 員総数 の 4分
の 3以 上 の議決 を経 、かつ 、所轄 庁の認 証 を得な けれ ばな らない .

第 8章  公 告 の 方 法

(公 告 の方法 )

第 52条  この法人 の公告 は、 この法 人の掲示場 に掲 示す る とと (Dに 、官報 に掲
載 して行 う.た だ し、法第 28条 の 2第 1項 に規 定す る貸借対照表 の公
告 につ いては、内閣府 NPO法 人ホー タルサイ ト (法 人入力情報欄 )に 掲載
して行 う.

第 9章  事 務 局

(事 務 局 の設 置 )

第 53条  この 法 人 に、 この 法 人の事 務 を処理 す るた め、事 務 局 を設 置 す る i
2 事 務 局 には 、事 務 局長 及 び 必 要 な職 員 を置 く「

(職 員 の任 免 )

第 54条  事 務 局 長 及 び職 員 の任 免 は 、理 事長 が行 う.

(組 織 及 び運 営 )

第 55条  事 務 局 の組 織 及 び運 営 に 関 し必 要 な事 項 は 、総 会 の議 決 を経 て 、理 事
長 が別 に定 め る .

第 10章  雑   則

(糸田   貝り)

第 56条  この 定 款 の 施 行 に つ い て 必 要 な 細 則 は 、 理 事 会 の 議 決 を経 て 、理 事 長
が これ を 定 め る「

F付    貝」
1 この 定款 は 、 この法 人 の成 立 の 日か ら施 行す る .
2 この 法 人の設 立 当初 の 役員 は 、 次 の とお りとす る

理 事 長      河崎   覚
副理 事 長     横 川  琢 哉
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副理 事 長     金 井  勇 人
理  事      村 田 滝巌
理  事      関 口 恒 久
監  事     岡 本  知 千
3 この 法 人 の設 立 当初 の役 員 υ)任 期 は 、第 15条 第 1項 の規 定 にか か わ
らず 、 この法 人 の成 立 の 日か ら平 成 23年 6月 30日 まで とす る。
4 この法 人の設 立 当初 の事 業 年度 は 、 第 42条 の規 定 にか か わ らず 、 こ
の法 人の成 立 の 日か ら平 成 23年 3月 31日 まで とす る .
5 この 法 人 の設 立 当初 の事 業 計 画 及 び 活動 予 算 は、 第 43条 の規 定 にか
か わ らず 、設 立総 会 の定 め る ところに よる

,

6 この 法 人 の設 立 当初 の 入会 金 及 び 会 費 は 、第 8条 の規 定 にか か わ ら
ず 、次 に掲 げ る額 とす る「
(1)入 会 金   正 会 員  (個 人)     10,000円

〃  (団 体 )     10,000円
賛助 会 員 (個 人 )       0円
〃  (団 体 )     10,000円

(2)年 会 費   正 会員  (個 人 。団 体 )  12,000円
賛助 会 員 (個 人 )       0円
〃  (団 体 )     12,000円

―
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